
 

大井谷棚田トラスト 

 
健康と有機農業の里「かきのきむら」の山あいに広がる大井谷地区の棚田。幾百年前から農家の人々によって一段一

段、等高線上に築かれた石積の棚田。永年にわたって耕され続けてきた棚田は、農村の原風景としてだけでなく土を守

り、水を守り、命を守ってきました。その素晴らしい大井谷の棚田を次の世代に伝えていくために平成 12 年から棚田

トラスト制度を開始しました。農業に対する理解を深めてもらい、棚田保全を支援して頂くことが趣旨ですのでどなた

でも参加して頂けます。 

 なお、申込みにつきましては下記の条件、内容等を熟知の上、別添の「大井谷棚田トラスト申込書」に必要事項をご

記入の上、吉賀町役場産業課までご提出ください。 

 

（１）応募資格 

・農業に関心があり棚田保全を支援したい人、又は家族やグループ。 

 

（２）棚田トラストの内容、料金等 

 ・棚田トラストは２つのコースがあります。 

コース名 トラスト料金 特典 備考 

棚田米コース 1 口 １万円 1 口当たり棚田米 5ｋｇ 
お米の農作業や管理

は農家が行います。 

New！ 

しまね棚田カードコース 
1 口 １千円 

しまね棚田カード 1 枚 

※カードの枚数に限りが

あるため、口数に関係な

く、お一人様１枚限りとさ

せていただきます。 

今後しまね棚田カー

ドを活用した特典イ

ベントなど検討して

います。 

（３）棚田トラストの料金の使途 

○棚田景観を守るための草刈り経費や花木の植栽経費 

○棚田の耕作道や水路、石積み等を修繕するための経費 

 ○都市との交流イベントの経費等 

 ○棚田の担い手等の支援 

★食べよう！「棚田新米５ｋｇコース」 

★集めよう！「しまね棚田カードコース」 



 

（４）棚田トラスト内容    

コース名 受付場所 受付日 申込方法 配布・配送 

棚田米コース ・吉賀町

役場産業

課 

平日のみ 

（8：30～17：15） 

※夜間・土日・祝日の

受付は行なっていま

せん。 

 

 

①吉賀町役場産業課 

（平日のみ受付） 

産業課窓口・TEL・FAX・

MAIL にてお問い合わせ

ください。 

②窓口又は郵送にて申込

書をお渡しします。 

③窓口にて棚田トラスト

料金をお支払いください。 

遠方の方は、郵便振替用紙

を申込書と一緒に郵送し

ます。 

トラスト料金をお

支払いしていただ

いた方へ 11 月頃

に棚田米を郵送し

ます。 

New！ 

しまね棚田カ

ードコース 

・同上 

 

同上 

 

同上 トラスト料金をお

支払いしていただ

いた方へ、その場

でしまね棚田カー

ドをお渡ししま

す。 

※郵便振替用紙に

てトラスト料金を

お支払いの方につ

いては、入金が確

認できた時点でし

まね棚田カードを

郵送します。 

問合わせ先 

  島根県鹿足郡吉賀町柿木村柿木 500-1 

吉賀町役場産業課 担当 糟谷 TEL0856-79－2213   FAX79―2344 

メールアドレス：sangyo@town.yoshika.lg.jp 

  

mailto:sangyo@town.yoshika.lg.jp


 

○「助(たすけ)はんどうの会」とは 

  助はんどうの会は大井谷の棚田を活用した地域づくりを行なうため、地元住民全戸が参加して結成した組織です。  

  助はんどうとは、大井谷地区のいちばん上の屋敷の横に据えてある直径１．２ｍ、深さ３０cm の石のことで、

その昔干ばつの年にここだけわずかに溜まる水を飲んで住民が生き延びたことからこう呼ばれるようになったと伝

えられています。中山間地農業の存続が懸念されている今日、大井谷地区のように条件が不利とされている地域で

も地域の特性を生かした農業を確立することで集落が守られ、そこに暮らす人々が活き活きとしています。吉賀町

にとって大井谷地区そのものが「助はんどう」であり、中山間地農業の牽引となることを希望して名づけられまし

た。 ＊はんどうとは、この地方の方言で水がめのことです。 

 

○大井谷棚田米について 

  中国山脈の山間に位置する大井谷地区の棚田で育てられたお米は、昔は津和野藩の殿様への献上米としての歴史

があり、本町においては現在でも大井谷のお米は美味しいと言われています。その理由は、山々から湧き出た飲め

るほどきれいな水で栽培されていること、南向きに広がった棚田のため日当たりが良いこと、標高３５０ｍから４

５０ｍで栽培されており昼夜の温度差があること、美しい緑の山々からのさわやかな風がある等自然の恵みをいっ

ぱいに受けているうえ、この歴史ある棚田を大切に守ろうという農家の心意気によるものです。今後、助はんどう

の会では、この美味しくて、歴史のある大井谷棚田米を多くの人に味わって頂き、棚田に対する理解と支援により

都市住民と地区住民一緒になって大井谷の棚田を守っていきたいと考えています。 

 



 

○しまね棚田カードについて 

 島根県では県内の棚田保全に役立てることを目的に令和元年６月、全国棚田カードに先駆けて、「しま

ね棚田カード」を作成しています。 

  しまねの棚田カード（大井谷）については下記の仕様に基づきカードとパンフレットの２点を吉賀町役

場産業課及び道の駅かきのきむらで配布しています。 

  助はんどうの会では各種イベント等でしまね棚田カードを所持している人への特典等を検討しており、

詳細が決定次第、しまね棚田カード（大井谷）を配布した方へ通知する予定です。 

   

 

 

しまね棚田カード（大井谷）の仕様 

★配布場所：①吉賀町役場産業課（平日 8：30～17：15） 

      ②道の駅かきのきむら（定休日【毎月第 3 火曜日】を除く日 9：00～18：00） 

       ※道の駅かきのきむらでは下記配布条件の②のみ対応 

 

★配布の条件：下記のいずれかに該当する方へしまね棚田カードを配布しています。 

①棚田トラスト参加者（しまね棚田カードコース限定） 

②大井谷棚田特産品購入者（道の駅かきのき村で販売している棚田米や棚田工房の商品を

1,000 円以上購入していただいた方） 

③棚田保全等ボランティア実施者 

④棚田オーナー様 

 

※④については地元が認める方へカードをお渡ししています。 

 

 

★配布する物：カード、パンフ 

 

       
しまね棚田カード表     カード裏面     パンフレット 

 


